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�愛媛県告示第１２５８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）………………………………………………………………………………………………………………（健康増進課）…１０７１

○ 地籍調査事業計画の公表……………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…１０７２

○ 土地改良事業の工事の完了……………………………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…１０７２

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要……………………………………（東予地方局四国中央保健所）…１０７２

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…１０７２

○ 道路の区域変更（県道高知伊予三島線）……………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…１０７２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０７３

○ 指定道路の指定……………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…１０７３

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１０７３

○ 道路の区域変更（県道伊延東多田線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…１０７３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０７４

○ 医師の指定………………………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター ）…１０７４

○ 指定医師の所在地の変更………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０７５

○ 指定医師の辞退の届出…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０７５

教育委員会規則

○ 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則………………………………………………（高校教育課）…１０７５

教育委員会告示

○ 平成２８年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項………………………………………………………………………………………………（高校教育課）…１０７７

○ 平成２８年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０８２

○ 平成２８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項……………………………………………………………………………（特別支援教育課）…１０８４

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…１０８６

○ 政治団体の届出事項の異動の届出………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０８７

○ 政治団体の解散の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０８７

○ 資金管理団体でなくなった旨の届出……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０８７

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

なつ薬局和泉店 松山市和泉南五丁目１番２１－２号 株式会社なつ薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１０月１日

スマイル薬局 松山市和泉北一丁目８番５号 有限会社あおぞら薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２７年
１０月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２７１６号 平成２７年１０月１６日

平成２７年１０月１６日金曜日 第２７１６号

愛 媛 県 報

１０７１
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�愛媛県告示第１２６０号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２７年度の事業計画を、平成２７年１０月６日次のとおり定めた。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２６２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県四国中央保健所長 早 田 亮

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

丸住製紙株式会社

四国中央市川之江町８２６番地

代表取締役 星川 一冶

２ 事業場の名称及び所在地

丸住製紙株式会社大江工場

四国中央市川之江町４０８５番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号イ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチ、第６３の３号並びに第７４号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第４３３号）

別表第２第１号、第１５号イ及び第１９号

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口（工場排水）
変更なし

備考 この他に、雨水及び清水排水口が１箇所、雨水及び生

活排水口が２箇所、雨水排水口が５箇所（今回１箇所新

設する。）ある。

�������
�愛媛県告示第１２６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市壬生川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社Ｎ・フィールド 大阪市北区堂島浜一丁目４番
４号アクア堂島東館

訪問看護ステーションデュー
ン松山 松山市道後町二丁目１２番１号 精神通院医療 平成２７年

１０月１日

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

東 温 市

滑川の一部 平成２８年３月３１日まで 地籍調査

松瀬川の一部 〃 〃

明河の一部・滑川
の一部 〃 数値情報化

松瀬川の一部 〃 〃

滑川の一部 〃 〃

北方の一部・松瀬
川の一部 〃 〃

河之内の一部・松
瀬川の一部 〃 〃

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 是延地区（宇和島
市） 平成２７年３月１５日

農地保全事業 是延地区（宇和島
市） 平成２３年１１月２５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 玉 井 功 美 西条市壬生川６４０番地２

〃 柳 瀬 幸 夫 西条市壬生川９０３番地

〃 稲 井 貞 義 西条市大新田２２２番地２

〃 柳 瀬 利 治 西条市壬生川４５３番地１

監 事 垂 水 強 西条市喜多台５３９番地２

〃 柳 瀬 保 西条市壬生川５５８番地１７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 玉 井 功 美 西条市壬生川６４０番地２

〃 稲 井 盛 司 西条市壬生川５５１番地４

〃 柳 瀬 幸 夫 西条市壬生川９０３番地

〃 稲 井 貞 義 西条市大新田２２２番地２

〃 稲 井 馬 吉 西条市大新田２２７番地

監 事 柳 瀬 利 治 西条市壬生川４５３番地１

〃 垂 水 強 西条市喜多台５３９番地２

愛 媛 県 報平成２７年１０月１６日 第２７１６号

１０７２
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�愛媛県告示第１２６６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年１０月１６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年１０月６日

３ 指定道路の位置

伊予郡松前町大字南黒田字地畠４３５番

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．２５メートル

� 幅員 ４．２０メートル

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高知伊予三島線
四国中央市金砂町平野山乙１１番１０から

同町平野山乙１１番７まで

旧 ８．０～１１．６ ０．０４９

新 １０．５～１３．７ ０．０４９

〃 〃
四国中央市金砂町平野山乙１１番８から

同町平野山乙１１番１１まで

旧 ８．０～１１．６ ０．０４９

新 ０．０～１８．６ ０．０４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高知伊予三島線
四国中央市金砂町平野山乙１１番１０から

同町平野山乙１１番７まで
平成２７年１０月１６日

〃 〃
四国中央市金砂町平野山乙１１番８から

同町平野山乙１１番１１まで
〃

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第９５７９号 平成２２年
８月１９日 �中谷電業所 中谷 美雄 南宇和郡愛南町増田２４００ 平成２７年

９月３日
土木工事業、電気工事業
管工事業、水道施設工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１５４４７号 平成２５年
１０月３０日 井上組 井上 博文 大洲市徳森７２０－２２ 平成２７年

９月４日 土木工事業、石工事業 建設業の廃止

（般－２２）第２８４５号 平成２３年
２月３日 中野工業� 中野 大三 西予市三瓶町垣生甲１２６５ 平成２７年

９月１７日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第８３１９号 平成２４年
１２月２５日 花見建設� 花見 春広 八幡浜市大島３－２２６－

４
平成２７年
９月２５日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

愛 媛 県 報平成２７年１０月１６日 第２７１６号

１０７３



��������������

��������������

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊延東多田線

西予市宇和町伊延東９２９番２地先から

同町河内１９２番３地先まで
旧 ５．０～６．０ ０．１０３

西予市宇和町伊延東９２９番２から

同町河内１９２番３まで
新

９．５～１０．０

６．０～１１．５

０．１０３

０．１０９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊延東多田線
西予市宇和町伊延東９２９番２から

同町河内１９２番３まで
平成２７年１０月１６日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内科・外科 医療法人里久会土居

内科外科医院 佐 野 均 喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 平成
２７年１０月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 安 藤 利 奈 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 福 本 哲 也 東温市志津川 平成
２７年１０月１日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科
独立行政法人国立大
学機構愛媛医療セン
ター

小 原 克 彦 東温市横河原３６６番地 平成
２７年１０月１日

肢体不自由、心臓・呼吸器機能
障害 内 科 瀬 戸 内 海 病 院 � 永 史 登 今治市北宝来町２丁目４番地９ 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 鄭 暁 東 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 原 祐 子 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 鈴 木 崇 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 坂 根 由 梨 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 竹 澤 由 起 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 小 林 武 史 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 岡 奈央子 東温市志津川 平成

２７年１０月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科
独立行政法人国立大
学機構愛媛医療セン
ター

今 井 琴 美 東温市横河原３６６番地 平成
２７年１０月１日
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教育委員会規則

�愛媛県告示第１２７１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会規則第７号
愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年１０月１６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

羽 藤 泰 三 医療法人慈風会白石病院 今治市松本町１丁目５－９ 瀬 戸 内 海 病 院 今治市北宝来町２丁目４番地
９

平成２７年
９月１日

上 甲 武 志 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１番耕地６３８ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２７年

９月１日

宇 田 高 広 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３－
１

国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２７年

９月１日

浪 口 孝 治 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２７年

９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

聴覚・平衡・音声、言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 木 谷 卓 史 東温市志津川 平成

２７年９月１日

肢体不自由、ぼうこう又は直腸
機能障害

リハビリテー
ション科、内
科

伊 予 病 院 竹 内 亮 伊予市八倉９０６番地５ 平成
２７年９月１日

呼 吸 器 機 能 障 害 呼吸器内科 住 友 別 子 病 院 勝 田 知 也 新居浜市王子町３番１号 平成
２７年９月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科

独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

植 田 聖 也 東温市横河原３６６ 平成
２７年９月１日

肢体不自由、音声、言語・そし
ゃく機能障害 神 経 内 科

独立行政法人国立病
院機構愛媛医療セン
ター

山 下 泰 治 東温市横河原３６６ 平成
２７年９月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 石 丸 公 平 東温市志津川 平成

２７年９月１日

肢体不自由、心臓・呼吸器機能
障害 外 科 国 保 一 本 松 病 院 大 野 淳 子 南宇和郡愛南町増田５０５６－２ 平成

２７年９月１日

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限
学科

生徒

定員

修業

年限
学科

昼

夜

別

生徒

定員
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川之江高

等学校

３年 普通科 ８４０ 省略 川之江高

等学校

３年 普通科 ８８０ 省略

省略 省略

新居浜東

高等学校

３年 普通科 ８４０ 新居浜東

高等学校

３年 普通科 ８８０

省略 省略

西条高等

学校

３年 普通科 ６４０ 省略 西条高等

学校

３年 普通科 ６８０ 省略

理数科 ８０ 理数科 １２０

国際文理

国際科

国際文理

理数科

４０

商業科 １２０ 商業科 １２０

省略 省略

今治南高

等学校

３年 普通科 ６４０ 今治南高

等学校

３年 普通科 ６８０

園芸クリ

エイト科

１２０ 園芸クリ

エイト科

１２０

省略 省略

今治工業

高等学校

３年 機械科 ８０ 今治工業

高等学校

３年 機械科 １２０

機械造船

科

４０

電子機械

科

４０ 電子機械

科

８０

電気科 １２０ 電気科 １２０

情報技術

科

１２０ 情報技術

科

１２０

環境化学

科

１２０ 環境化学

科

１２０

繊維デザ

イン科

１２０ 繊維デザ

イン科

１２０

省略 省略

北条高等

学校

３年 総合学科 ７２０ 北条高等

学校

３年 総合学科 ７６０

省略 省略

大洲農業

高等学校

３年 生産科学

科

１２０ 大洲農業

高等学校

３年 生産科学

科

１２０

食品化学

科

４０

生活科学

科

４０

食品デザ

イン科

１２０ 食品デザ

イン科

８０

省略 省略

八幡浜高

等学校

３年 普通科 ４８０ 省略 八幡浜高

等学校

３年 普通科 ４８０ 省略

商業科 １６０ 商業科 ２００

八幡浜工

業高等学

校

３年 八幡浜工

業高等学

校

３年 機械科 ４０

機械土木

工学科

１２０ 機械土木

工学科

８０
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第８号
平成２８年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように

定める。

平成２７年１０月１６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２８年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項

平成２８年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

（高等学校の入学定員の特例）

２ 別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、平成２８年度における第１学年の入学定員は、当

該入学定員欄に掲げるとおりとする。

学校名
全日制の課程

学科 入学定員

西条高等学校 普通科 ２００

国際文理国際科
４０

国際文理理数科

今治南高等学校 普通科 ２００

今治工業高等学校 機械造船科 ４０

八幡浜高等学校 商業科 ４０

南宇和高等学校 普通科 １２０

（高等学校の入学定員の適用除外）

３ 次の表に掲げる学校の学科については、別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学校名
全日制の課程

備考
学科

西条高等学校 理数科 平成２８年度から生徒募集を停止

今治工業高等学校 機械科 同

電気技術

科

１２０ 電気技術

科

１２０

土木科 ４０

省略 省略

南宇和高

等学校

３年 普通科 ４００ 南宇和高

等学校

３年 普通科 ４４０

農業科 １２０ 農業科 １２０

備考 省略

別表第４（第４条関係）

備考 省略

別表第４（第４条関係）

学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員
学校名

学校が行

う教育の

対象者

部
修業

年限
学科

生徒

定員

省略 省略

新居浜特別

支援学校

知的障害

者

省略 新居浜特別

支援学校

知的障害

者

省略

高

等

部

普通科 ７２ 高

等

部

普通科 ６４

本科 ３年 本科 ３年

産業科 ２４ 産業科 ２４

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜

は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定

める要領により行う。

第１ 募集

１ 平成２８年度県立高等学校の第１学年の募集定員は、別に定め

る。

２ 職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科

について、一括して募集すること（以下「くくり募集」という。）

ができる。

また、国際文理国際科及び国際文理理数科（以下「国際文理

科」という。）についてはくくり募集する。

さらに、理数科、国際文理科については、普通科とのくくり

募集ができる。

第２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の定めるところによ

る。

第３ 一般入学者選抜

１ 実施学科

平成２８年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。

２ 募集人員

一般入学の募集人員は、全日制の課程にあっては当該学科の

募集定員から当該学科の推薦入学確約者数を差し引いた数と、

定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 平成２８年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校（以下「中学校等」という。）を卒業する見込みの者又

は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

イ 中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

る者

� 出願期間

ア 出願期間は、平成２８年２月１８日（木）午前９時から同月

２４日（水）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日

を除く日の午前９時から午後４時まで（同月２４日（水）に

あっては、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

イ 保護者の転勤に伴う子女の県外からの出願については、

�の志願変更期間中も出願することができる。
� 出願制限

ア 入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は課程に出願

することはできない。

イ 入学志願者は、次の�又は�に該当する場合を除いては、
二つ以上の学科に出願することはできない。

� 同一学校、同一課程の農業、工業、商業又は水産に関

する各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する

場合で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とす

るとき。この場合において、くくり募集をする小学科に

あっては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみな

す。

� 理数科又は国際文理科に出願する場合で、当該県立高

等学校の普通科を第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に入学選考料（全日制の課程２，

２００円、定時制の課程９５０円）に相当する愛媛県収入証紙を

貼付し、受検票を添え、在籍又は出身の中学校等又は中等

教育学校の校長（以下「中学校長」という。）を経て（在

籍及び出身の中学校等及び中等教育学校のない場合にあっ

ては、直接）、志願先の高等学校の校長（以下「志願先高

等学校長」という。）に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に愛

媛県県立高等学校入学志願理由書を添えて志願先高等学

校長に提出しなければならない。ただし、志願変更期間

中における保護者の転勤に伴う子女の県外からの出願に

ついては、愛媛県県立高等学校入学志願理由書に代えて、

保護者の転勤に伴う子女の入学志願許可申請書を志願先

高等学校長に提出しなければならない。

� 高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請

書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ

た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う子女の

志願変更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、

県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、

承認を受けるものとする。

ウ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ

れる者が志願する場合には、平成２８年１月１４日（木）まで

に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出

するものとする。

高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２８年１月２１日（木）までに教育長に提出し、協

議するものとする。

エ 中学校等又は中等教育学校において年間３０日以上の長期

欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由

等を記載した自己申告書（厳封すること。）を入学願書に

添え、志願先高等学校長に提出することができる。

オ 海外帰国子女としての扱いを希望する場合の手続は、次

のとおりとする。

� 海外帰国子女としての扱いを希望する者は、平成２８年

１月１４日（木）までに海外帰国子女取扱措置願を志願先

高等学校長に提出しなければならない。ただし、やむを

得ない事情で、期限内に提出ができない場合は、その事

情を記した事由書を添えて提出するものとする。

� 高等学校長は、海外帰国子女取扱措置願の提出があっ

た場合は、その写しを平成２８年１月２１日（木）までに教

育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験

等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき措

置について協議するものとする。

� 海外帰国子女とは、保護者とともに県内に住所を有す

る者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者で、
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帰国後の期間（帰国した日から平成２８年２月１７日までの

期間をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における

在住期間が、帰国時から遡り継続して１年以上であるも

のをいう。ただし、保護者が引き続き海外に居住する場

合は、県内に保護者に代わる身元引受人がいる者に限る。

� 志願変更

出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、平成２８年２月２５日（木）午前９時から同年

３月２日（水）正午までの間に、いずれの学校、いずれの課

程、いずれの学科へでも１回に限り志願変更をすることがで

きる。この場合において、定時制の課程から全日制の課程へ

志願変更をするときは、入学選考料の不足額（１，２５０円）に

相当する愛媛県収入証紙を添えなければならない。

志願変更の受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前

９時から午後４時まで（同年３月２日（水）にあっては、午

前９時から正午まで）とする。

４ 報告書

� 中学校長は、次の報告書を、平成２８年２月２５日（木）午前

９時から同年３月２日（水）正午までの間に、志願先高等学

校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 学習成績等一覧表

� 中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき

ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ

る参考資料を提出するものとする。

� 志願先高等学校長は、報告書の内容について、必要があれ

ば中学校長に説明を求めることができる。

５ 学力検査等

� 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

ア 検査教科

� 全日制の課程

国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。

� 定時制の課程

国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。

イ 検査問題

平成２８年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学

力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及

び合格者の発表の日について（平成２７年５月１５日愛媛県教

育委員会公告）１�イに定めるところによる。
� 実技テスト

今治工業高等学校繊維デザイン科及び松山南高等学校砥部

分校デザイン科（以下「工業に関するデザイン科」という。）

の入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。�にお
いて同じ。）に対して、実技テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 面接

ア 入学志願者全員に対して、面接を行う。

イ 工業に関するデザイン科の入学志願者の面接は、実技テ

スト終了後に行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

平成２８年
３月９日（水）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３０ 国 語

１０：４５～１１：１０ 国 語（作文）

１１：２５～１２：１５ 理 科

１２：１５～１３：１０ （昼 食）

１３：１５～１４：０５ 社 会

平成２８年
３月１０日（木）

９：００～９：３０ 点呼・受検上の注意

９：４５～１０：３５ 数 学

１０：５０～１１：５０ 英 語

１１：５０～１２：５０ （昼 食）

１３：００～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 入学者の選抜方法

� 高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を

踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。

� 合格者の決定は、次の方法による。

ア 全日制の課程

� 学力検査の成績は、各教科５０点満点とし、合計２５０点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、

傾斜配点を実施することができる。この場合において、

理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあっ

ては５教科の中で得点が高い２教科の得点を１．５倍して、

それぞれ７５点満点とし、検査を実施する５教科の合計を

３００点満点とする。

� 調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か

ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計

をいう。以下同じ。）は、１３５点満点とする。

� 調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及

び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定

めるものとする。

� 次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜し、合格者を決

定する。ただし、入学志願者数が募集人員を下回ってい

る場合は、ａ及びｂ中「募集人員」とあるのは、「入学

志願者数」と読み替えるものとする。

ａ 第１選抜

調査書点が上位から募集人員の９０パーセント程度以

内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技

テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成

績の上位順に募集人員の７０パーセント程度の者を選抜

する。この場合において、農業、工業、商業若しくは

水産に関する各学科、理数科又は国際文理科にあって

は、当該学科を第１志望とする者を対象とする。

ｂ 第２選抜

第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学
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力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、

調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査

書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実

技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）

を用いて、募集人員の３０パーセント程度の者を選抜す

る。この場合において、農業、工業、商業若しくは水

産に関する各学科、理数科又は国際文理科を置く高等

学校における普通科の第２選抜については、当該学科

を第２志望とする者も対象に含むものとする。

Ａ、Ｂ及びＣの合計は５００点満点とする。また、Ａ、

Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、Ｂ及

びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及びＣ

の満点の比率の合計が１０となるように高等学校長が当

該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若し

くは実技テストの結果のいずれかにより成業の見込み

がないと判断した場合には、合格者としない。

おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科、専門学科（理数科を
除く。）】

【理数科、総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３２５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３３００１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に 又は を乗じてＡを、調査書点に

を乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

＜普通科の算出例＞
普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、
２とした場合

Ａ＝学力検査の成績× （３００点満点）

Ｂ＝調査書点× （１００点満点）

Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面
接及び実技テストの評価の得点を換算（１００点満
点）

５０x
２５０

５０x
３００

５０y
１３５

３００
２５０

１００
１３５

イ 定時制の課程

� 学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも５０点満

点とし、合計１５０点満点とする。

� 調査書点は、１３５点満点とする。

� 合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただし、

高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２選抜

の方法のみによって全ての合格者を決定することができ

る。

また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点

については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長

が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表

のとおり。

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ、Ｂ、Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ

６ ２ ２ ３００１００１００

５ ３ ２ ２５０１５０１００

５ ２ ３ ２５０１００１５０

４ ４ ２５０x５０y ２００２００１００
４ ３ ３１５０１３５２００１５０１５０

４ ２ ４ ２００１００２００

３ ４ ３ １５０２００１５０

３ ３ ４ １５０１５０２００

注１ Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

２ 学力検査の成績に を乗じてＡを、調査書点に を乗じ

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

５０x
１５０

５０y
１３５

� 全日制の課程における普通科の通学区域外からの入学志願

者については、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則

第４条の規定に従って選抜する。

� 海外帰国子女の入学志願者で、第３の３�オ�の協議にお
いて措置を講ずる必要があると認められたものについては、

�及び�にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づき、
当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に

判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高等学

校の第１学年の学級数を限度とする員数については、募集定

員を超えることができるものとする。

� 入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ

れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し

て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす

る。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２８年３月１８日（金）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

� 学力検査の得点等については、愛媛県個人情報保護条例

（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、

口頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２８年

３月１８日（金）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３

条に規定する休日を除く日の午前９時（平成２８年３月１８日

（金）にあっては、午前１０時）から午後５時（夜間定時制課

程にあっては、午後９時）までの間に、志願先の高等学校で

行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点

第４ 推薦入学者選抜

１ 実施学科

平成２８年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科に
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ついて実施する。

２ 募集人員

推薦入学の募集人員は、普通科、理数科及び国際文理科にあ

っては当該学科の募集定員の５パーセントから１５パーセントま

で程度の範囲内で、職業教育を主とする学科及び総合学科にあ

っては当該学科の募集定員の２０パーセントから３０パーセントま

で程度の範囲内で、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定

め、事前に公表する。

なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を

もって学科とみなす。

３ 出願

� 出願資格

ア 推薦入学を志願できる者は、平成２８年３月末日までに県

内の中学校等を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前

期課程を修了する見込みの者であって、次の要件の全てに

該当し、かつ、在籍の中学校等又は中等教育学校の校長

（以下「在籍中学校長」という。）が推薦するものとする。

� 当該高等学校・学科を志望する動機や理由が明白で適

切であること。

� 当該高等学校・学科に適性及び興味・関心を有するこ

と。

� 人物が優れていること。

� 調査書の記録が良好であり、当該高等学校・学科にお

ける学習活動に成果が期待できること。

� 次の要件のいずれかに該当すること。

ａ 特別活動において優れた実績を有すること。

ｂ 校内外のスポーツ活動、文化活動、奉仕活動等のう

ち、いずれかの分野において、熱心な活動が見られる

こと又は優れた成果を上げていること。

ｃ 理数科、国際文理科又は職業教育を主とする学科を

志願する者にあっては、調査書の各教科の学習の記録

のうち、それぞれの学科に関連した教科において秀で

ていること。

イ 出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学

校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め

るものとする。

� 出願期間

出願期間は、平成２８年１月２２日（金）午前９時から同月２９

日（金）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月２９日（金）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

推薦入学志願者は、二つ以上の県立高等学校又は学科に出

願することはできない。ただし、くくり募集をする学科にあ

っては、当該募集の単位をもって学科とみなす。

� 出願手続

ア 在籍中学校長は、推薦に当たっては、在籍中学校長を委

員長とする推薦委員会を設け、適切な推薦入学志願者を決

定するものとする。

イ 県内の中学校等又は中等教育学校において推薦入学志願

者として認められた者は、推薦入学願書に入学選考料（２，

２００円）に相当する愛媛県収入証紙を貼付し、推薦入学受

検票及び自己アピール書とともに、在籍中学校長に提出し

なければならない。

ウ 在籍中学校長は、推薦入学願書、推薦入学受検票及び自

己アピール書を報告書とともに、出願期間内に志願先高等

学校長に提出するものとする。

４ 報告書

在籍中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次の

とおりとする。

� 調査書

� 推薦書

５ 作文、小論文、面接、集団討論等

� 作文、小論文、面接及び集団討論

推薦入学志願者全員に対して、作文及び小論文のうちから

少なくとも一つ並びに面接及び集団討論のうちから少なくと

も一つの合わせて二つ以上を行う。

なお、作文、小論文、面接及び集団討論の選定その他実施

内容は、高等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前

に公表する。

� 実技テスト

工業に関するデザイン科の推薦入学志願者に対して、実技

テストを行う。

実技テストは、基本的な題材を鉛筆で表現するものとし、

内容については、当日指示する。

� 学力検査

学力検査は、行わない。

� 期日及び日程

期 日 時 間 作文・小論文、面接・集団討論
等

平成２８年
２月９日（火）

９：００～ 点呼・受検上の注意

点呼・受検上
の注意終了後 作文・小論文

作文・小論文
終了後

面接・集団討論
（工業に関するデザイン科にあ
っては、実技テスト（３０分）終
了後に面接・集団討論）

� 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

６ 推薦入学者の選抜方法

高等学校長は、自己アピール書、報告書並びに作文、小論文、

面接、集団討論及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学

校、学科等の特色を踏まえて総合的に判定し、推薦入学者を選

抜する。

７ 合格内定者の通知

� 高等学校長は、平成２８年２月１６日（火）午前１０時から同月

１８日（木）正午までの間に、在籍中学校長に選抜の結果を推

薦入学者選抜結果通知書により通知するとともに、合格内定

通知書を交付する。

� 在籍中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確

約書の用紙を交付するものとする。

� 合格内定通知書の交付を受けた者は、在籍中学校長を通じ、

入学確約書を平成２８年２月２２日（月）正午までに志願先高等

学校長に提出しなければならない。

８ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２８年３月１８日（金）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

愛 媛 県 報平成２７年１０月１６日 第２７１６号

１０８１



第５ 定時制の課程の第２次募集

１ 実施学科

平成２８年３月９日（水）及び１０日（木）に実施した一般入学

者選抜（以下「第１次募集」という。）における合格者数が募

集定員に満たない定時制の課程の学科について、第２次募集を

行うものとする。

２ 募集人員

募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、平成２８年３月１８日（金）午前１０時

に、当該高等学校に掲示する。

３ 出願

� 出願資格

第３の３�に定める出願資格を有する者とする。
� 出願期間

出願期間は、平成２８年３月２２日（火）午前９時から同月３０

日（水）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除

く日の午前９時から午後４時まで（同月３０日（水）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限及び出願手続

第１次募集の場合に準ずる。

� 志願変更

志願変更は、できないものとする。

４ 報告書

第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、平成２８年

３月２２日（火）午前９時から同月３０日（水）正午までとし、学

習成績等一覧表は、提出を要しない。

５ 学力検査等

第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実

施期日及び日程は、次による。

期 日 時 間 教 科 等

平成２８年
４月４日（月）

９：３０～１０：００ 点呼・受検上の注意

１０：１５～１０：４５ 国 語

１１：００～１２：００ 社会・数学・理科・英語の
うち２教科を選択受検

１２：００～１３：００ （昼 食）

１３：１０～ 面 接

６ 入学者の選抜方法

第１次募集の場合に準ずる。

７ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２８年４月５日（火）午前１０時に、当該

高等学校において、受検番号を掲示して行う。

８ 学力検査の得点等の口頭による開示請求

第１次募集の場合に準ずる。ただし、口頭による開示請求を

することができる期間は、平成２８年４月５日（火）から１月間

とする。

第６ その他

１ 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

２ 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、高等

学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとする。

３ この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�愛媛県教育委員会告示第９号
平成２８年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ

うに定める。

平成２７年１０月１６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２８年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項

平成２８年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項

に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学

については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める要領により行う。

１ 募集人員

平成２８年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと

おりとする。

愛媛県立今治東中等教育学校 １６０名

愛媛県立松山西中等教育学校 １６０名

愛媛県立宇和島南中等教育学校 １６０名

２ 通学区域

通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則

（平成１４年愛媛県教育委員会規則第１４号）の定めるところによる。

３ 出願資格

入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

� 平成２８年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者

� 平成２８年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者で、教育長が特別に出願を認めたもの

４ 出願期間

出願期間は、平成２７年１２月１１日（金）午前９時から同月１７日

（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の

午前９時から午後４時まで（同月１７日（木）にあっては、午前９

時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

５ 出願手続

� 入学志願者は、入学志願書に入学選考料（２，２００円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入

学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛

先を明記して８２円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学校

等の校長（以下「小学校長」という。）を経て、志願先の中等

教育学校の校長（以下「志願先中等教育学校長」という。）に

提出しなければならない。

� 入学志願者は、二つ以上の県立中等教育学校に出願すること

はできない。

� 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

ア 県外からの入学志願者は、�により提出する書類に県外か
らの入学志願事由書を添えて志願先中等教育学校長に提出し

なければならない。

イ 志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願

２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

� 小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される

者が志願する場合には、平成２７年１２月４日（金）までに作文、

適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長
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に提出するものとする。

中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その

写しを平成２７年１２月１０日（木）までに教育長に提出し、協議す

るものとする。

� 海外帰国子女としての扱いを希望する場合の手続は、次のと

おりとする。

ア 海外帰国子女としての扱いを希望する者は、平成２７年１２月

４日（金）までに海外帰国子女取扱措置願を志願先中等教育

学校長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事

情で、期限内に提出ができない場合は、その事情を記した事

由書を添えて提出するものとする。

イ 中等教育学校長は、海外帰国子女取扱措置願の提出があっ

た場合は、その写しを平成２７年１２月１０日（木）までに教育長

に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事情

を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について協

議するものとする。

ウ 海外帰国子女とは、保護者とともに県内に住所を有する者

又は平成２８年４月１日までに県内に住所を有する予定の者で、

帰国後の期間（帰国した日から平成２７年１２月１０日までの期間

をいう。）が３年以内であり、かつ、外国における在住期間

が、帰国時から遡り継続して１年以上であるものをいう。た

だし、保護者が引き続き海外に居住する場合は、県内に保護

者に代わる身元引受人がいる者に限る。

６ 志願者数の状況等の公表

中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願

者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な

場所に掲示するものとする。

７ 調査書の提出

� 小学校長は、調査書を平成２７年１２月２５日（金）、同月２８日

（月）又は平成２８年１月４日（月）から同月６日（水）までの

午前９時から午後４時までの間に、志願先中等教育学校長に提

出するものとする。

� 小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき

は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料

を提出するものとする。

� 志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ

れば小学校長に説明を求めることができる。

８ 受検票の交付

中等教育学校長は、平成２７年１２月２５日（金）から平成２８年１月

６日（水）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長

を通じて入学志願者に交付する。

９ 作文、適性検査及び面接

入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を

行う。

� 作文

作文の字数は、６００字程度とする。

� 適性検査

入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、関心・意欲・態度・社会性など学びへの姿勢を問うも

のとする。

� 面接

入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。

� 期日及び日程

期 日 時 間 検 査 等

平成２８年
１月９日（土）

８：５０ 集 合
（志願先中等教育学校体育館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 性 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

� 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

� 受検に当たっての留意事項

ア 作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし

てその時間の検査等を受検できないものとする。

イ 当日の持参品は、次のとおりとする。

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当

ウ イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。

１０ 入学予定者の選考

中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性

検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏

まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定

者を選考する。

� 調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ

ては、次の方法により行うものとする。

ア 調査書の記録の評価は、５０点満点とし、評価方法等につい

ては、中等教育学校長が定める。

イ 作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ５０点満点とす

る。

� 入学志願理由書については、記載された内容によって不利が

生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた

めの補助資料として扱うものとする。

� 通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教

育学校の通学区域に関する規則第４条の規定に従って選考する。

� 海外帰国子女の入学志願者で、５�イの協議において措置を
講ずる必要があると認められたものについては、�にかかわら
ず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意欲

や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。

１１ 入学予定者の発表

� 入学予定者の発表は、平成２８年１月１５日（金）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。

� 中等教育学校長は、平成２８年１月１５日（金）午前９時から同

月１９日（火）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志

願者及び関係小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙

を入学予定者に配布する。

１２ 選考結果の口頭による開示請求

� 選考結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛

媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開

示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２８年１

月１５日（金）から１月間とする。
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� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを

確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規

定する休日を除く日の午前８時３０分（１月１５日（金）にあって

は、午前９時）から午後５時までの間に、志願先の中等教育学

校で行うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点

１３ 入学予定者の手続等

� 入学予定者の手続

ア 入学確約書の提出

入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな

らない。入学確約書の提出期間は、平成２８年１月１５日（金）

の入学予定者の発表後から同月２２日（金）午後４時まで（受

付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前９時から午後４

時まで）とし、この期間に提出がない場合には、入学の意思

がないものとして取り扱うものとする。

イ 入学予定者証明書の交付

中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの

とする。

また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入

学予定者の住所の存する市町村（一部事務組合を含む。以下

同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校へ

就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届け

出るよう、文書により周知するものとする。

ウ 入学の辞退

保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学

辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市町

村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書を

含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなければ

ならない。

� 入学予定者の欠員の補充

ア 中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補

欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確

認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の

確認は、関係小学校長を経て行うものとする。

イ 欠員の補充を実施する期間は、平成２８年３月３１日（木）ま

でとする。

ウ 欠員の補充の手続は、�の入学予定者の手続に準じて行う。
この場合において、中等教育学校長は、当該手続等について

関係小学校長を経て通知するものとする。

１４ その他

� 既に納付した入学選考料は、一切返還しない。

� 出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、中等

教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許可

を取り消すものとする。

� この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�愛媛県教育委員会告示第１０号
平成２８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を

次のように定める。

平成２７年１０月１６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

平成２８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要

項

平成２８年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。

第１ 募集人員

平成２８年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１

学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２ 本科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０号）第２２条の３の表に定める程度の者で、

次のいずれかに該当するものとする。

ア 平成２８年３月末日までに特別支援学校の中学部若しくは

中学校（以下「中学部等」という。）を卒業する見込みの

者又は中等教育学校の前期課程を修了する見込みの者

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修

了した者

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れる者

� 出願期間

入学願書の提出期間は、平成２８年１月２８日（木）から２月

１０日（水）までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く

日の午前９時から午後４時まで（２月１０日（水）にあっては、

午前９時から正午まで）とする。

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 出願制限

ア 入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障害部門

への出願をすることはできない。

イ 入学志願者は、次の�から�のいずれかに該当する場合
を除いては、２以上の学科への出願をすることはできない。

� ２以上の学科を設置する県立特別支援学校（みなら特

別支援学校及び松山城北分校を除く。）の学科を志望す

る場合で、当該校の他の学科を第２志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の産業科を第１

志望及び第２志望とする場合で、みなら特別支援学校及

び松山城北分校の普通科を第３志望及び第４志望とする

とき。

� みなら特別支援学校又は松山城北分校の産業科を第１

志望とする場合で、みなら特別支援学校及び松山城北分

校の普通科を第２志望及び第３志望とするとき。

� みなら特別支援学校及び松山城北分校の普通科を第１

志望及び第２志望とするとき。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の中学部等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部

等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び
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中等教育学校のない場合にあっては、直接）、志願先の特

別支援学校の校長（以下「志願先校長」という。）に提出

しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。

� 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて志願先校長に提出しなければなら

ない。

� 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、

志願の理由が適当と認められた者について、速やかに県

外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認を受

けるものとする。

２ 報告書

� 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成２８年２月１２日

（金）午前９時から同月１９日（金）午後４時までの間に、志

願先校長に提出するものとする。

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍

中学部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査

を行う。

� 検査教科

当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」という。）

が、学校の実態に応じて決定する。

� 検査問題

平成２８年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２７年５月１５日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２８年３月４日（金）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校（志願先が松山城北分校

の場合にあっては、みなら特別支援学校）とする。

５ 入学者の選抜方法

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ

て、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して

入学者を選抜する。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２８年３月２２日（火）午前１０時に、当該

特別支援学校（松山城北分校にあっては、みなら特別支援学校）

において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

� 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平

成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口

頭により開示請求をすることができる。

� 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成２８年

３月２２日（火）から１月間とする。

� 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること

を確認できる書類（受検票等）を持参の上、土曜日及び日曜

日を除く日の午前９時（３月２２日（火）にあっては、午前１０

時）から午後５時までに、志願先の特別支援学校（志願先が

松山城北分校の場合にあっては、みなら特別支援学校）で行

うこと。

なお、電話、はがき等による請求はできない。

� 開示内容については、次のとおりとする。

学力検査の教科別得点とその合計得点

第３ 専攻科入学者選抜

１ 出願

� 出願資格

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令第２２

条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当するも

のとする。

ア 平成２８年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学

校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業

する見込みの者

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある

と認められる者

� 出願期間

本科入学者選抜の場合に準ずる。

� 高等部本科との併願

入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。

� 出願手続

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等の校長（以下「在籍高等部等校長」という。）

を経て（在籍及び出身の高等部等のない場合にあっては、

直接）、松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。

２ 報告書

� 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証

明書又は卒業見込み証明書を添えて、平成２８年２月１２日（金）

午前９時から同月１９日（金）午後４時までに、松山盲学校長

に提出するものとする。
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選挙管理委員会告示

ア 調査書

イ 健康診断票

ウ 眼科診断票

なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。

� 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告

書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

� 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。

３ 学力検査

入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。

� 検査教科

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 検査問題

平成２８年度の県立高等学校等の入学者等の選抜に係る学力

検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日及び合

格者の発表の日について（平成２７年５月１５日愛媛県教育委員

会公告）２�イ�に定めるところによる。
� 期日及び日程

検査期日は、平成２８年３月４日（金）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ 面接及び適性検査

� 面接

入学志願者全員に対して、面接を行う。

� 適性検査

ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。

� 期日及び日程

学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

５ 入学者の選抜方法

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を

受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜す

る。

６ 合格者の発表

合格者の発表は、平成２８年３月２２日（火）午前１０時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。

７ 学力検査結果の口頭による開示請求

本科入学者選抜の場合に準ずる。

第４ その他

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、

教育長が定める。

別表 平成２８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員

学 校 名 学 科 名 入学定員

本 科
普 通 科 ８

松 山 盲 学 校 保健理療科 ８

専 攻 科 理 療 科 ８

ろう

松 山 聾 学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 ２４

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

み な ら 特 別 支 援 学 校
松 山 城 北 分 校 本 科

普 通 科 ８

産 業 科 ８

今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ５０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 聴 覚 障 害 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 知 的 障 害 部 門 ） 本 科

普 通 科 ３０

産 業 科 １６

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 肢 体 不 自 由 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 ２４

産 業 科 ８

新居浜特別支援学校川西分校 本 科 普 通 科 ８

計 ３１４

�愛媛県選挙管理委員会告示第８３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

報國純心會 橋 本 良 則 南 條 久 新居浜市阿島三丁目５－３９ 平成２７年９月１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第８５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第８６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第８４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年１０月１６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

社会民主党愛媛県第４区
支部連合 大 山 政 司 会 計 責 任 者 河 野 道 生 岩 城 泰 基 平成２７年９月６日

社会民主党愛媛県連合 村 上 要 会 計 責 任 者 源 田 竜 也 山 岡 健 一 平成２７年９月６日

維新の党愛媛県総支部 横 山 博 幸 会 計 責 任 者 倉 本 恭 子 倉 本 正 博 平成２７年９月１５日

維新の党衆議院愛媛県第
２選挙区支部 横 山 博 幸 会 計 責 任 者 倉 本 恭 子 平 岡 清 樹 平成２７年９月１５日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

森しんいち後援会 佐 伯 強 代 表 者 佐 伯 強 浜 田 卯三郎 平成２７年２月５日

帽子大輔後援会 帽 子 大 輔 主たる事務所の所在地 松山市道後鷺谷町１－１３ 松山市道後町二丁目３－２３ 平成２７年４月３０日

兵頭竜後援会 別 宮 靜 代 表 者 別 宮 靜 池 田 忠 幸 平成２７年８月１９日

愛媛県珠算普及政治連盟 稲 田 実 代 表 者 稲 田 実 松 本 健之進 平成２７年９月１４日

会 計 責 任 者 飯 尾 真理子 稲 田 実

横山博幸後援会「幸縁の
会」 横 山 博 幸 会 計 責 任 者 倉 本 恭 子 横 山 由加子 平成２７年９月１５日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

長 生 会 佐々木 日出文 平成２６年４月３０日

松 下 な が お 後 援 会 河 端 周 造 平成２６年４月３０日

大 木 正 彦 後 援 会 島 崎 有 三 平成２６年５月３１日

寺 下 武 後 援 会 寺 下 武 平成２７年９月７日

松 本 一 二 美 後 援 会 松 本 一二美 平成２７年９月２５日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

寺 下 武 寺 下 武 後 援 会 平成２７年９月７日

松 本 一二美 松 本 一 二 美 後 援 会 平成２７年９月２５日

平成２７年１０月１６日 発行
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